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 第４章 主要事業 
 

《新市建設の重点プロジェクト》 
新市建設計画の計画期間において、新市まちづくりの理念の実現と、合併の趣旨である一体

性の確立や住民の福祉の向上､均衡ある発展に向けて取り組むべき、新市建設にあたっての根幹

となる施策や事業（プロジェクト）を、構成市町村ごとの施策の継続性や熟度の高い（概ね５

年以内）ものから整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自然と地域資源を生かした観光ネットワークの創出 
渋川地区は豊かな自然資源を背景にした農業等の生産、観光等が盛んであり、かつ古くから

の歴史や文化などの多様性と、温泉をはじめとした集客力を持つ豊富な施設に恵まれています。

こうした「地域の宝」とも呼べる資源を新市として一体的に活用し、更に魅力を高めるととも

に、商工業などの基幹産業の連携・充実を図り、産業等の活性化、他圏域との競争力向上によ

る産業振興を展開し、自立的な新市づくりを目指します。 

 

【主な取り組み内容】 

〇地域に共通して立地する温泉施設の活用、豊かな産物を背景にした観光農園、特産品、郷

土料理等の活用と掘り起こし、地区を特徴づける山並みと河川が織り成す景観の保全・歴

史文化資源の継承 

〇観光施設や資源のネットワーク形成と共通利用等による合理化と活性化、賑わいのあるま

ちづくり 

 

《合併の趣旨》 

①速やかな一体性の確立 ②住民福祉の向上 ③均衡ある発展 

《重点プロジェクト》 

 

①自然と地域資源を生かした観光ネットワークの

創出 

 

②次世代育成のための教育環境整備 
 

③公共交通網と幹線道路整備 

 

④いきいき暮らせる安全・安心なまちづくり 

 

⑤ＩＴ社会に対応した情報基盤整備 

 

⑥たくましい行財政基盤の確立 

《新市建設の基本理念》

 

『自然に抱かれたやす

らぎのまち』 

 

『安全・安心ですこやか

に暮らせるまち』 

 

『地域の連携と活力が

あふれるまち』 

 

『市民がつくるふれあ

いのまち』 

合併によるスケールメリットを活かす 

や
す
ら
ぎ
と
ふ
れ
あ
い
に
満
ち
た
「
ほ
っ
と
」
な
ま
ち
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②次世代育成のための教育環境整備 
新市の次代を担う子供達の育成、すなわち「人づくり」は重要な課題であり、生活や文化

の多様性を理解し、そして生きるたくましさを身に付けた、新市の将来を担う子どもや青少

年の育成を支援するよう、既存施設の維持・修繕等による基本的な教育環境の整備・充実を

図るとともに、語学教育など独自教育プログラムの充実を進めていきます。 

 

【主な取り組み内容】 

〇新市における一体的な教育施設等の改善、新市後に広範化する適地選定の可能性を生かし

た高等教育機関の誘致 

〇国際化に対応した語学教育、地域歴史文化の継承、環境にやさしいまちづくり、ボランテ

ィアへの参加等２１世紀をたくましく生きる力を育む独自の教育プログラムの充実 

 

 

③公共交通網と幹線道路整備 
渋川地区は、渋川伊香保 IC や赤城 IC が立地し、高速道路等の広域交通網とのアクセス性に

恵まれています。こうした広域交通網と接続し、新市の一体化を促し、地域の連携と交流の要

となる幹線道路の整備を進めるとともに、新市の主要な公共施設をネットワークし、生活する

上で身近に利用できる公共交通網の充実を図ります。 

 

【主な取り組み内容】 

〇高速道路や鉄道網の要衝にあたる恵まれた交通立地条件を活かし、地域間の交流や地域外

からの集客促進、地域生活利便性の向上を図るための幹線道路の整備や、公共交通網の充

実 

 

 

④いきいき暮らせる安全・安心なまちづくり 
新市として一体となることで、保健、医療、福祉に係わる一定のサービス水準やマンパワー

の維持・確保を図ります。そして、市民一人ひとりが健康で安全・安心な生活が送れるよう、

福祉や医療サービスの維持・充実を一体的に進めます。また、多発する犯罪にも対応した防

犯への配慮や安心な消費生活環境の確保などにより、身近な生活環境の一層の向上を図りま

す。 

 

【主な取り組み内容】 

〇渋川総合病院を核とした地域医療の充実 

〇防犯灯の充実、自主防犯組織の育成、消費者保護活動の促進 
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⑤ＩＴ社会に対応した情報基盤整備 
ＩＴ社会に対応した情報基盤整備の充実を図るとともに、効率的な行政事務の推進に向け

て、電子行政化への取り組みを進めます。また、市民の誰もが気軽に利用でき、活発な情報

交流を確保するための、各種情報通信ネットワークの構築を進めます。 

 

【主な取り組み内容】 

〇高速インターネットの普及やＴＶ難視聴地区の解消 

〇申請、届出等の電子化推進、公共施設の情報端末設置 

 

⑥たくましい行財政基盤の確立 

少子高齢化社会の到来、低経済成長への転換など、刻々と変化していく社会情勢に的確か

つ柔軟に対応し、健全な財政運営の維持と適正な公共サービスの維持増進を図ります。 

 

【主な取り組み内容】 

〇行政改革の推進、健全で無駄のない財政運営 
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《新市建設の主要事業》 

１.人にやさしく便利で快適なまちづくり 
・・・道路・交通などの都市基盤整備分野 

鉄道、高速道路などの広域的交通利便性に恵まれた立地環境を活かし、新市内の幹線道路や

生活に身近な道路の整備を進めます。 

鉄道やバスなどの公共交通網の充実により、誰もが便利で快適に利用できる交通環境づくり

を進めます。 

道路や交通環境の整備とともに、新たな宅地の形成や密集した市街地の改善などを進め、良

好な住宅地の形成を図ります。 

 

（１）一体的な道路整備・交通環境の向上 

交通渋滞の緩和や利便性の向上とともに、新市の一体性の確保を図るため、幹線道路網の整

備を促進します。 

地域内の円滑な移動や幹線道路との接続性の向上を図るため各地域内の生活に身近な道路

の整備を進めます。 

河川で分断される地区特性をふまえ、橋梁などの改善を進めていきます。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①連携を強化する道路の整備 
●広域的な道路の整備  

国道バイパス線の整備や、県道など、構成市町村間や他の地域間とをつなぐ主要な道路の

整備を促進します。 

●都市計画道路の整備 

都市計画事業に位置付けられた計画決定路線である道路の整備を推進します。 

 

②生活に身近な道路の整備 
●道路改良等の推進 

新市内の地域生活に身近な生活軸となる道路の整備とともに、道路改良や舗装・側溝整備

等の維持管理を計画的に進めます。 

一
体
的
な
道
路
整
備
・
交
通
環
境

の
向
上 

①連携を強化する道路の整備 ●広域的な道路の整備

●都市計画道路の整備

②生活に身近な道路の整備 ●道路改良等の推進

●産業基幹道路の整備

③橋梁の充実 ●橋梁の改善・整備
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●産業基幹道路の整備 

山麓地域の主要な産業活動の軸となる農林道の整備を推進します。 

 

③橋梁の充実 
●橋梁の改善・整備 

市域のほぼ中央を河川が貫く地形的特性をふまえ、既存橋梁の耐震性向上や連絡橋などの

新たな設置により、主要河川に隣接する地域間の接続性の向上を図ります。 

 

（２）公共交通体系の確立 

交通空白地域の解消や公共施設・病院・商業施設などへのアクセスの充実に資する公共交

通手段の確保や、鉄道利用の増進による広域的な交通網の利便性向上を図ります。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

①効率的なバス路線網の充実 
●既存バス路線の活用 

構成市町村ごとに運行している循環バス等の継続・連携とともに、バス交通活性化の推進

や代替バス、直営バスを活用した独自の運行を進めます。 

●バスの運行拡充 

交通空白地域等における公共交通サービス提供の充実を図るよう、住民のニーズを的確

に把握して、地域の実情に即した効率・効果的な移動手段を確保する等、独自のバス運行を

展開します。 

 

②鉄道利便性の向上 
●在来線の活性化等 

渋川駅をはじめとする既存駅周辺の再整備の検討など、鉄道駅をまちづくりの重要な拠

点として位置付け、積極的に活用していきます。 

公
共
交
通
体
系
の
確
立

①効率的なバス路線網の充実 ●既存バス路線の活用

●バスの運行拡充

②鉄道利便性の向上 ●在来線の活性化等
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（３）市街地の整備 

道路・宅地が一体となった都市基盤整備や、密集した市街地の改善などを進め、良好な住

宅地環境の形成や道路、公園などの必要な基盤施設の整備を推進します。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

①土地利用・良好な市街地の形成 
●土地区画整理事業の推進 

中心市街地や住宅地における宅地の利用促進や、道路等の基盤整備を一体的に確保する市

街地整備を推進します。 

 

市
街
地
の 

整
備 ①土地利用・良好な市街地の形成 ●土地区画整理事業の推進
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２.美しく豊かな自然と共生するまちづくり 

・・・自然環境分野 

豊かな恵みと生活に潤いや安らぎを与えてくれる貴重な自然を守り育て、次代につなげてい

くため、地球環境への配慮に対する取り組みや、環境問題意識の啓発、環境教育の充実を進め

ます。 

ごみの発生抑制と減量化を進めるとともに、資源リサイクルの一層の推進に努めます。 

自然環境の保全、公園の整備や、河川沿いの環境保全、整備を進めます。 

 

（１）地球温暖化対策の充実 

計画的な地球環境への配慮を進めるとともに、消費型ライフスタイルの見直し、環境問題意

識の啓発など、学校から日常生活全般における環境教育を推進します。 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

①環境対策事業の推進 
●環境基本計画等の策定 

地球環境保全のための対策に関わる基本的な施策や、地球温暖化排出物の抑制目標につい

て定めるための計画づくりを進めます。 

●環境保全への意識啓発 

地域の環境状況の詳細な把握による情報整備とともに、関係機関などと連携し、学校教

育・生涯学習などのあらゆる場を活用して環境教育や環境に対する知識の普及・啓発に努め

ます。 

 

（２）ごみ減量化・再利用 

ごみ処理機能の充実とともに、住民や事業所の協力を求めながら、ごみの発生抑制と減量化

を推進するとともに、資源ごみの分別や再資源化など、資源リサイクルの一層の推進に努めま

す。 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

地
球
温
暖
化

対
策
の
充
実

①環境対策事業の推進 ●環境基本計画等の策定

●環境保全への意識啓発

ご
み
減
量
化
・
再
利
用 

①廃棄物処理の充実 ●ごみの減量化の推進

●処理機能の向上

②資源再利用の推進 ●分別収集の推進

●資源再利用の普及・啓発
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①廃棄物処理の充実 
●ごみの減量化の推進 

家庭や事業系ごみ等の減量化に対する意識啓発や調査、各家庭単位での生ごみ処理に対

する支援を行います。 

●処理機能の向上 

ごみ収集事業の維持とともに、現処理施設の適正な運用や処理の拡充について検討しま

す。 

 

②資源再利用の推進 
●分別収集の推進 

収集事業者の充実や家庭ごみ搬出時の分別の徹底等によるごみ分別収集の一層の推進や、

クリーンボランティアの育成などによる清掃美化活動の普及に努めます。 

●資源再利用の普及・啓発 

資源再利用の推進に関する補助事業の実施や、資源再利用に対するＰＲ等による意識の

向上を図ります。 

 

（３）自然資源の保全・活用 

自然的土地利用を計画的に保全するとともに、地域に身近で日常的な自然とのふれあいや、

スポーツ、レクリエーションやコミュニティの場として、公園や河川沿いの環境を活かした

緑地の保全や整備を進めます。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

①計画的な自然の保全・活用 
●土地利用に関する計画の策定（国土利用計画等） 

自然資源や自然的土地利用等の実態的な把握やデータベース化を進めるとともに、新市と

しての一体的で自然的・都市的土地利用の方針を定め、山麓の緑の保全や市街地の適正な利

用を図ります。 

自
然
資
源
の
保
全
・
活
用

①計画的な自然の保全・活用 ●土地利用に関する計画の策定

②公園の整備 ●都市公園の維持・整備

●地域特性を活かした公園の整備

③河川の保全・活用 ●河川の自然資源の保全と治水対策の推進

（国土利用計画等）
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②公園の整備 
●都市公園の維持・整備 

既存公園の維持や改修とともに、日常生活に身近な公園や、新市全体としての利用に供す

る総合公園の整備を推進します。 

●地域特性を活かした公園の整備 

豊富な自然や歴史資源を活かし、歴史自然公園、農村公園、温泉公園などの整備を推進し

ます。 

 

③河川の保全・活用 
●河川の自然資源の保全と治水対策の推進 

河川沿いに残存する自然資源や水質の保全とともに、親水性の確保や市街地に近接する河

川等については護岸整備等の治水対策を進めます。 
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３.快適でやすらぎのあるまちづくり 
・・・生活環境分野 

安定した給水機能の維持や、衛生的な環境づくりのための計画的な排水処理施設の整備を進

めます。 

地震、火災等の災害に的確に対応できるよう、新市の一体的な消防・防災機能の強化を図り

ます。 

交通安全対策の充実、災害や犯罪の防止とともに、すべての人にやさしい、住宅、公共施設、

屋外環境の整備を進め、安全・安心な生活環境の向上を図ります。 

新市における活発な情報交流を確保するための、情報通信技術の高度化を推進します。 

 

（１）安定した水供給と生活排水処理の充実 

老朽管や浄水施設の改善等により、上水道の安定的な供給の維持とともに、衛生的な環境づ

くりや池沼・河川等の水質を守るため、計画的な生活排水処理施設の整備を進めます。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①水道施設の整備 
●水道施設の維持・充実 

老朽管などの改善とともに、浄水場などの関連する水道施設等の充実・整備を進めます。 

●事業計画の策定 

上水道の既存給水区域の拡張や統合など、給水事業の促進に資する計画の策定を進めます。 

 

②排水処理機能の向上 
●下水道の整備 

老朽管や既存施設の維持・改善とともに、終末処理施設建設による処理機能の充実を図り

ます。また流域下水道事業、公共下水道事業等により、処理区域の拡大・充実に努めます。 

●集落排水等の整備 

地域の特性に応じ、農業集落排水事業や合併処理浄化槽の設置を促進し、生活排水処理機

能を向上していきます。 

安
定
し
た
水
供
給
と 

生
活
排
水
処
理
の
充
実 

①水道施設の整備 ●水道施設の維持・充実

●事業計画の策定

②排水処理機能の向上 ●下水道の整備

●集落排水等の整備
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（２）消防・防災体制の充実 
消防施設や設備の更新により、新市の一体的な消防機能の強化を図ります。また、地震、火

災等の災害に的確に対応できるよう、防災設備や体制を整え、一体的な防災機能の向上に努め

ます。 

 

■施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①消防力の強化 
●消防車輌の確保 

消防ポンプ車輌の購入等により、消防機能の維持・向上を図ります。 

●消防施設の整備 

防火水槽や消火栓などの水利の確保・充実を図るとともに、消防団詰め所や消防施設の整

備を推進します。 

 

②防災機能の強化 
●防災施設の整備 

防災行政無線の整備や、防災用備蓄備品、耐震貯水槽の整備を進め、地域における防災機

能の強化を図ります。 

 

③連携体制の充実 
●地域防災計画の策定 

新市としての避難路や避難場所の位置付けや防災活動等の指針を定め、各種の災害対策の

基本となる地域防災計画を策定します。 

●協力体制の充実 

災害時の迅速な救援活動、救援物資の補給などを行うため、新市における一体的な協力体

制の充実に努めるとともに、他団体との相互支援の強化を図ります。 

消
防
・
防
災
体
制
の
充
実 

①消防力の強化 ●消防車輌の確保

●消防施設の整備

②防災機能の強化 ●防災施設の整備

③連携体制の充実 ●地域防災計画の策定

●協力体制の充実
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（３）交通安全対策の推進 

交通安全施設の計画的整備と歩道設置や通学路の整備充実による道路の安全性確保を進め

るとともに、住民参加による交通安全意識の高揚を図ります。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①交通環境の整備 
●交通安全施設の整備 

道路標示等の交通安全施設を計画的に整備し、自動車・歩行者双方の交通安全環境を維持

します。 

●道路の安全性確保 

交差点などの危険箇所の改良やガードレール・カーブミラー等の整備により、より安全な

道路環境の確保を図ります。 

 

②交通安全マナーの普及・啓発 
●交通安全運動の実施 

広報資料の作成や街頭キャンペーンの実施等により、交通安全に対する普及・啓発活動を

推進します。 

●交通安全教育の充実 

関係機関や団体等の協力を得て、保育所、幼稚園、小・中学校、高齢者等に対する安全教

育の徹底に努めます。 

交
通
安
全
対
策
の
推
進

①交通環境の整備 ●交通安全施設の整備

●道路の安全性確保

②交通安全マナーの普及・啓発 ●交通安全運動の実施

●交通安全教育の充実
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（４）安全・安心な生活環境づくり 

災害や犯罪の防止と、全ての人にやさしい、住宅、公共施設、屋外環境の整備を進め、総合

的にバリアフリー化された環境づくりを目指します。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①定住環境の確保 
●公営住宅等の改善・整備 

既存の公営住宅の適正な維持・管理やバリアフリー化を進めるとともに、計画的な公営住

宅の整備・充実を図ります。 

●定住促進の支援 

定住促進のための新たな宅地の整備や、住宅建設利子補給など実施により、住宅取得に関

する支援を行います。 

 

②市街地のバリアフリー化促進 
●公共空間の段差解消 

鉄道駅などの主要な交通施設、生活に身近な公共施設、商業施設周辺など人の集まる施設

の周辺、主要道路の歩道における段差解消に努めます。 

 

③防犯体制の整備・充実 
●明るい環境整備 

夜間の犯罪発生防止のための街路灯や防犯灯の設置・充実や、子ども達の避難の協力に資

する協力家庭の確保・充実により、安全な生活環境づくりを進めます。 

●防犯意識の高揚 

地域における防犯活動や防犯教育を、関係機関との連携のもとに実施し、市民相互の連帯

意識や防犯意識の高揚に努めます。 

①定住環境の確保 ●公営住宅等の改善・整備

●定住促進の支援

②市街地のバリアフリー化促進 ●公共空間の段差解消

③防犯体制の整備・充実 ●明るい環境整備

●防犯意識の高揚

安
全
・
安
心
な
生
活
環
境
づ
く
り
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（５）地域情報化の推進 

地域情報化基本計画を策定し、市民の誰もが気軽に利用でき、活発な情報交流を確保する

ための情報通信ネットワークの構築を進めます。情報格差に配慮しつつ、行政情報の提供だけ

でなく、福祉・医療、観光情報、生活関連情報等の双方向通信サービスなどの情報通信技術を

活用し、ワンストップ・ノンストップサービスを実現し、生活の利便性の向上を図ります。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

①住民サービス情報化の推進 
●情報化基本計画の策定 

地域情報拠点や体制等の整備に関する総合的、計画的な事業の推進を図るため、地域情

報化基本計画を策定します。 

●情報通信技術の活用 

情報通信の安全な管理に配慮しながらインターネットなどの情報技術を活用し、申請、届

出等の電子化や公共施設への情報端末の設置を進めます。 

 

地
域
情
報
化

の
推
進 

①住民サービス情報化の推進 ●情報化基本計画の策定

●情報通信技術の活用
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４.健やかで温かな暮らしのあるまちづくり 

・・・健康・福祉分野 

すべての人が健康で自立して生活できる環境を確保するため、健康診査や相談・指導体制、

医療体制、地域福祉の充実に努めます。 

安心して子育てができるよう、保育サービスの充実を図るとともに、子どもがいきいきと遊

べる環境づくりを進めます。 

高齢者や障害者のための福祉サービスの充実を図るとともに、社会参加のための環境づくり

を進めます。 

介護保険、国民健康保険などの社会保障制度の健全で円滑な運営に努めます。 

 

（１）保健事業の充実 

健康診査や健康相談・訪問指導など疾病予防活動の充実を図ります。乳幼児の健全育成のた

めの母子保健活動の充実や高齢者保健体制の充実など、指導・相談体制の強化を進めて保健

サービスの充実を図ります。保健活動の拠点となる保健福祉センター等の施設の充実を図り、

医療機関や福祉施設などとも連携して総合的な健康づくりを推進します。「自分の健康は自分

で守る」の観点から自己管理による心と体の健康づくり意識の高揚を図ります。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①健康づくりの推進 
●健康相談・指導の充実 

市民の健康相談、栄養指導、訪問指導等の基本的な相談、指導体制を維持するとともに、

日常的な健康増進や新たな健康づくりの検討を、地域とともに進めていきます。 

●施設の充実 

保健活動の拠点となる保健福祉センター等の充実を図り、医療機関や福祉施設などとも連

携して総合的な健康づくりを推進します。 

●各種保健事業の推進 

健康診査や疾患の早期発見に対する検診とともに、すべての人にきめ細かく対応した保健

事業を推進します。 

①健康づくりの推進 ●健康相談・指導の充実

●施設の充実

●各種保健事業の推進

②予防意識の普及・啓発 ●疾病予防の推進

●予防知識の普及

保
健
事
業
の
充
実
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②予防意識の普及・啓発 
●疾病予防の推進 

世代特性に応じた各種の疾病予防事業の維持とともに、対象者のシステム管理化などによ

る適正な予防活動を推進します。 

●予防知識の普及 

基本的な疾病予防知識の普及とともに、精神疾患、新たな疾患等に対する知識や対策の普

及・啓発に努めます。 

 

（２）医療体制の充実 

住民に密接な地域の医療機関と地域の核となる渋川総合病院との連携を強化し地域医療体

制の充実を図ります。また、様々な医療ニーズに対応した診療科目の充実や医療機関相互の

連携などにより、効果的な地域医療体制の確立を推進します。 

救急医療に対応する医療機関、診療科目などの拡充や休日・夜間における急患診療体制の充

実に努めます。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域医療体制の充実 
●医療機関の充実 

渋川総合病院を地域医療の核とし、その運営の充実を図ります。また、保健・医療・福

祉関連施設の整備・充実を進めます。 

●人材の確保 

医師や看護師をはじめとした、医療に必要な人材の確保・充実に努めます。 

 

②救急医療体制の充実 
●医療機関の充実と連携強化 

地区医師会・歯科医師会等との連携を強化し、休日当番医制度、救急医療体制の充実を図

ります。 

医
療
体
制
の
充
実 

①地域医療体制の充実 ●医療機関の充実

●人材の確保

②救急医療体制の充実 ●医療機関の充実と連携強化
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（３）地域福祉の充実 

地域福祉を支えるボランティアなどの人材や組織の育成を図るとともに、相互扶助システ

ムの充実と組織の連携強化や住民意識の啓発などにより地域福祉システムの確立に努めます。 

介護保険制度の下、社会福祉協議会などの福祉団体の充実・強化を支援します。 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域福祉の支援・強化 
●福祉活動拠点等の整備 

既存施設の活用や福祉活動を通した交流促進のための施設整備とともに、拠点となる施設

と地域生活圏を結ぶ移動手段の確保に努めます。 

●福祉支援の充実 

母父子家庭、低所得世帯等の実態把握のもと、適切な支援の拡充を進めます。また、福祉

に対する専門家やボランティアの育成のため研修事業や活動支援を充実します。 

 

（４）児童福祉の充実 
安心して子育てができるよう、子育てに関する情報提供や相談機能の充実と地域や団体と

連携した子育てネットワークを促進します。利用者のニーズに応じた保育サービス提供のた

め保育所等の適正配置と施設の改修、低年齢児保育や延長保育などの保育内容の充実を進め

ます。 

子育て支援施設の整備や身近な遊び場の安全確保など、子供が安心して遊べる環境づくり

を進めます。 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

①児童の健全育成 
●保育・相談体制の充実 

時間延長型保育などのサービスや、育児相談に関する体制を充実します。 

●子育て支援の充実 

児童の健全育成のための、基本計画の策定を推進するとともに、子育てに伴う経済負担の

軽減を図る乳幼児医療助成制度の充実を図ります。 

地
域
福
祉
の
充
実

①地域福祉の支援・強化 ●福祉活動拠点等の整備

●福祉支援の充実

児
童
福
祉
の
充
実

①児童の健全育成 ●保育・相談体制の充実

●子育て支援の充実

②子育て環境の充実 ●施設整備の充実
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②子育て環境の充実 
●施設整備の充実 

保育所等の既存施設の改善や適性配置とともに、学童保育所の整備や民間施設の運営支援

を充実します。 

 

（５）高齢者福祉の充実 

高齢者が自立して充実した生活を送ることができるよう、能力活用と就業機会確保のためシ

ルバー人材センターの充実を図ります。生涯学習の充実を図る中で、地域活動への参加と交流

機会の拡大を図るとともに、健康づくりの推進に向けた高齢者の活動や、支援・サービス提供

を行う拠点となる施設の整備を、既存施設の活用等もふまえて推進します。 

ホームヘルプサービス等介護支援事業の充実、家庭介護の支援や在宅福祉サービスの充実を

進めます。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①高齢者対策事業の推進 
●在宅福祉サービスの向上 

ホームヘルプサービス、宅配サービスなどをはじめとする、各種の在宅生活支援事業の充

実により、ひとり暮らし高齢者に対する在宅福祉サービスの向上に努めます。 

●支援の充実 

福祉、保健サービスの相談、情報提供等の拠点施設として在宅介護支援センターの運営を

充実します。 

ひとり暮らし高齢者に対する支援ボランティア活動の推進や人材育成に努めます。 

各種の高齢者保健福祉に関する施策・事業の実施方針を定める基本計画を策定します。 

 

②施設の整備・充実 
●福祉施設等の整備 

既存施設の維持・改善とともに、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター等の施設整

備を進めます。 

高
齢
者
福
祉
の
充
実 

①高齢者対策事業の推進 ●在宅福祉サービスの向上

●支援の充実

②施設の整備・充実 ●福祉施設等の整備

③社会参加・生きがい対策 ●就労支援

●社会参加支援
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③社会参加・生きがい対策 
●就労支援 

高齢者に適した職種の開拓や斡旋体制を確立し、就労機会の拡充を図るとともに、シルバ

ー人材センターの充実に努めます。 

●社会参加支援 

ボランティア活動の活性化や、敬老会・長寿者顕彰など、各種の敬老事業を推進し、高齢

者の生活意欲の向上や社会参加意識の推進を図ります。 

 

（６）障害者（児）福祉の充実 

障害者が住みなれた環境の中でいつまでも生活することができるよう、家庭、地域、行政が

一体となった在宅福祉施策を推進します。 
障害者のニーズに対応した福祉施設の整備・充実に努めるとともに、障害者の自立と社会参

加を促進するための環境整備を進めます。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①障害者対策事業の推進 
●在宅福祉の充実 

生活に身近な相談員の配置等による総合的な相談体制の強化や、ホームヘルパーや手話通

訳者の派遣、日常生活用具の給付など、障害者の生活援助施策を充実します。 

●支援の充実 

福祉作業所等を含めた総合的な福祉施設の設置検討や、障害者や高齢者を含めた全ての市

民が安心して快適に生活できる福祉のまちづくりを推進します。 

    各種の障害者保健福祉に関する施策・事業の実施方針を定める基本計画を策定します。 

 

②社会参加の促進 
●自立と社会参加機会の充実 

障害者への理解を促進するための普及啓発活動の推進とともに、障害者福祉を推進するた

めの関係団体の育成に努めます。 

芸術・文化・スポーツなどの活動等を通じ、障害のある人とない人の交流機会の充実を進

めます。 

障
害
者(

児)

福
祉
の

充
実 ①障害者対策事業の推進 ●在宅福祉の充実

●支援の充実

②社会参加の促進 ●自立と社会参加機会の充実
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（７）社会保障の充実 

高齢者等の介護を社会全体で支える介護保険制度については、介護サービスの利用指導や相

談業務の充実を図って制度の確実な運用に努めます。 

国民健康保険では、適正受診の推進やレセプト点検強化など医療費抑制のための施策を進め

るほか、健全な財政運営に努め、福祉医療における医療費助成の適正化と制度の充実を検討し

ます。 

国民年金では、加入・納付の促進や意識啓発に努めます。 
 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①介護保険の充実 
●制度の適正な運用 

きめ細かなサービス提供や支援体制等の充実を図るとともに、制度の適正な運用や、制度

のＰＲに努めます。 
 

②国民健康保険事業の円滑な運営 
●運営安定化と給付適正化 

加入者の健康づくりの促進による財政運営の安定化や、制度の改善を要請するとともに、

給付の適正化に努めます。 

 

③国民年金制度の普及 
●制度推進と未納対策等の強化 

全ての市民が安定した生活を送れるよう、年金制度の推進と適用対象者対策及び保険料収

納対策強化、広報、相談体制の充実を図ります。 

 

 

 

社
会
保
障
の
充
実

①介護保険の充実 ●制度の適正な運用

②国民健康保険事業の円滑な運営 ●運営安定化と給付適正化

③国民年金制度の普及 ●制度推進と未納対策等の強化
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５.豊かな心と個性ある伝統・文化を育むまちづくり 
・・・教育・文化・スポーツ分野 

子ども達が、豊かな自然の中でいきいきと学び育つよう、義務教育施設、教育内容の充実

や青少年の健全育成を図ります。 

市民の主体的な学習への参加機会の提供や、地域の歴史や文化に触れられたり、気軽にス

ポーツ・レクリエーション活動に親しみ、健康・体力の維持・増進を図れる環境づくりを進

めます。 

先人が培ってきた貴重な文化や遺産等の適切な保護や、市民の自主的な保存・継承活動を促

進します。 

 

（１）学校教育の充実 
児童・生徒数の動向や老朽度などを考慮した適切な幼・小・中学校の校舎・体育館・プー

ル等の改修・設置など教育施設の整備・充実を図るほか給食共同調理場の整備を進めます。

また、義務教育では、地域の特色を「総合的な学習の時間」に取り入れた学校づくりを進め

ます。学校運営の充実においては、子ども達の「生きる力」や「他人を思いやる心」を育む

教育を、学校・家庭・地域社会が一体となって推進できる体制づくりを進めます。 

 

■施策の体系 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

①教育環境の整備・充実 
●学校施設の整備・充実 

校舎の老朽化や、耐震性能向上への対応、体育館、プールなどの付帯施設の改善による学

校教育施設の整備・充実を進めます。 

また、高度情報化社会に対応した機器の導入や基盤の整備を行います。 

●給食施設の整備 

食生活の多様化や安全な食材の提供に対応した学校給食の充実と衛生管理の向上のため、

共同調理場の整備を進めます。 

学
校
教
育
の
充
実

①教育環境の整備・充実 ●学校施設の整備・充実

●給食施設の整備

●学校運営の充実

②教育内容の充実 ●学力向上の促進

●児童の健全育成

●生徒指導の充実

③教育機関の誘致 ●高等教育機関誘致
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●学校運営の充実 

学校、地域、保護者が協力し、「学校評価システム」、「開かれた学校づくり」、「地域資源

等の活用」の推進による学校運営の充実を図ります。 

 

②教育内容の充実 
●学力向上の促進 

確かな学力向上に資する授業の一層の充実を図るとともに、国際社会で広く活躍できる人

材育成のための外国語教育の充実を図ります。 

●児童の健全育成 

児童・生徒の豊かな人間性を育むため、道徳、人権、国際理解等の特色ある教育を推進す

るとともに、健やかな心と体を育むため「体力づくり」を推進し、「知・徳・体」のバラン

スのとれた発育を目指します。 

●生徒指導の充実 

教育カリキュラムにおける福祉教育や情操教育内容の充実とともに、学校教育指導主事の

配置など校内指導体制の強化や関係機関との緊密な連携に努めていきます。 

 

③教育機関の誘致 
●高等教育機関誘致 

高等教育機関の拡充や、職業、実生活に必要な知識・技術等を習得できる専修学校の誘致

を促進します。 

 

（２）青少年の健全育成 

青少年が社会の一員としての自覚と関心を高め、豊かな心を育むよう、ボランティア活動な

どの地域活動への参加を促進するとともに、地域との連携による、健全育成の支援体制づくり

を進めます。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①青少年健全育成活動の充実 
●青少年活動の支援 

青少年の体験学習やボランティア活動などの社会参加活動を推進し、交流機会の充実を図

ります。 

①青少年健全育成活動の充実 ●青少年活動の支援

②社会環境の整備・充実 ●青少年センター組織の充実

●家庭・学校・地域連携の充実

青
少
年
の
健
全
育
成
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②社会環境の整備・充実 
●青少年センター組織の充実 

青少年を取り巻く社会環境の変化に対応し、健全育成活動の中核をなす青少年センター組

織の充実・強化を図ります。 

●家庭・学校・地域連携の充実 

現行の青少年健全育成諸活動の充実とともに、青少年育成補導推進員を中心に、地域ぐる

みの社会環境浄化活動を推進します。 

 

（３）生涯学習の充実 

生涯学習活動の充実により、住民が生涯を通して主体的に学習し、また身近な生活の中で

地域の歴史や文化に親しみ、充実した人生を送れるよう、学習環境の整備や、地域の芸術・文

化に触れる機会を提供し文化活動の振興や体制の充実を進めます。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①学習機会の提供・支援 
●学習情報等の提供と相談体制の充実 

市民の自主的、自発的学習活動を支援するため、学習情報や学習機会の提供、相談体制の

充実に努めます。 

●啓発・普及活動の推進 

行政が発行する刊行物のほか、各種メディアなどを有効に活用し、学習活動等の啓発・普

及に努めます。 

 

②文化・学習施設等の整備・充実 
●既存施設の改善・充実 

地域の公民館、図書館、蔵書資料の拡充・整備を図ります。 

●関連施設の有効利用の促進 
生涯学習のための関連施設の連携を強化させ、相乗効果を高める利用のあり方に関する研

究を進めます。 

生
涯
学
習
の
充
実 

①学習機会の提供・支援 ●学習情報等の提供と相談体制の充実

●啓発・普及活動の推進

②文化・学習施設等の整備・充実 ●既存施設の改善・充実

●関連施設の有効利用の促進
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（４）スポーツ・レクリエーションの振興 
市民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動に親しみ、健康・体力の維持・増進を図れる

環境づくりとともに、利用者のニーズに対応した既存の文化・スポーツ施設の運営や計画的な

施設整備を推進します。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

①活動の推進・支援 
●スポーツ活動の推進 

地域、職場、少年団などの組織の育成･充実や、子供からお年寄りまでの各世代を対象と

した競技会やイベントの企画・実施により、市民スポーツ活動を推進します。 

 

②施設の整備・充実 
●体育施設の整備 

プールや体育館、グラウンドなど、既存施設の利用動向などを鑑みながら、老朽施設の改

善や整備を計画的に進めます。 

 

（５）地域文化の振興 

先人が培ってきた貴重な地域文化や遺産等を次世代に継承できるよう、文化財等の発掘、整

理・保護と適切な保存・展示するための施設の整備を図ります。 

地域の伝統文化の保存に努めるとともに、市民の自主的な保存・継承活動を促進します。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ 

エ
ー
シ
ョ
ン
の
振
興

①活動の推進・支援 ●スポーツ活動の推進

②施設の整備・充実 ●体育施設の整備

地
域
文
化
の
振
興 

①歴史資源の保存・活用 ●文化財の保護・活用

●保存施設の整備

②地域文化・芸術活動の継承 ●伝統文化の継承

●文化行政の推進
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①歴史資源の保存・活用 
●文化財の保護・活用 

地域開発にあわせて発掘された埋蔵文化財を、整理・保存、展示し、活用を図るとともに、

市民の学習資料等として活用します。 

●保存施設の整備 

郷土の歴史・文化を総合的に調査研究し、貴重な文化財の保護を図るため、公園化や必要

な施設の整備を進めます。 

 

②地域文化・芸術活動の継承 
●伝統文化の継承 

古来から地域で伝承されてきた祭事や伝統芸能の保存や継承活動に関する支援を充実し

ていきます。 

●文化行政の推進 

美術館の運営や関係機関とのネットワーク化の充実により、市民の広範な芸術活動・発表

の場や、観賞利用に供します。 
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６.地域資源と連携による活力あるまちづくり 
・・・産業分野 

時代の変化に対応した産業への転換や支援の強化を図るとともに、農林業、工業、商業など

の基幹産業の連携によるバランスのとれた産業振興を推進します。 

温泉、河川、山々の自然や、歴史・文化資源の活用や、既存観光・レクリエーション施設の

特徴に応じた役割分担のもと、機能連携やネットワークの強化を推進します。 

関係機関との連携強化による就業環境等の改善・向上を目指します。 

消費生活に関する情報提供や保護体制を充実します。 

 

（１）農林業の振興 
農業生産基盤の整備・充実を図るとともに農村生活環境基盤の整備を積極的に進めます。ま

た、地域の特産物のブランド化、販売拠点の充実や流通経路の開拓など新たな事業展開を促進

します。 

森林の適正な管理による森林保全と利活用を図りながら、生産基盤の整備として環境保全に

も配慮した林道開設を促進します。 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①生産性の向上 
●生産基盤の整備 

農林業の生産性向上に資するため、土地改良事業や地区基盤整備、林道開設、治山事業な

どにより、営農林環境や生産基盤の維持・向上を図ります。 

●農村生活環境の整備 

生産者における快適な居住環境の維持・向上のため、生活道路や用排水路などの基盤整備

を進めます。 

 

②特産品の活用 
●地域特産品の開発 

果実類や山の幸など、地域の主要産物のブランド化に取り組み、新たな流通販売経路等

の開拓などにより地域特産品の開発を促進します。 

●地産地消の推進 

地域の産物を地域で消費する「地産地消」を基本として、新鮮で安心な地元農産物を安定

的に供給できる体制づくりを進めます。 

農
林
業
の
振
興 

①生産性の向上 ●生産基盤の整備

●農村生活環境の整備

②特産品の活用 ●地域特産品の開発

●地産地消の推進
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（２）工業の振興 
地域に根ざした工業経営近代化や合理化とともに、工業活性化のための新市の企業間ネット

ワーク構築を促進します。 

工場からの廃棄物を限りなく無くすなどの周辺環境への配慮や、付加価値のある工業団地等

の企業立地基盤整備を促進します。 

融資制度の充実と周知、相談体制の充実により中小企業後継者育成事業や経営基盤の安定化

を促進します。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地域工業の振興 
●経営基盤の安定化 

中小企業後継者育成事業の充実や、新たな工業振興の支援対策の検討により、設備投資や

経営基盤の安定化を促進します。 

●異業種間交流の促進 

経営者及び技術者等の研修機会の充実とともに、新分野の検討や製品開発等の支援に努め

ます。 

 

②工業立地環境の充実 
●工業基盤の整備 

既存工業団地への企業誘致や周辺道路網の整備、工業用水の確保などにより、総合的な企

業立地基盤の整備に努めます。 

●環境と調和した工業地の整備 

既存工場・施設の改善や緑化を促進するとともに、新たな工業立地の際には、周辺環境の

保全や緑地の確保などに努めます。 

工
業
の
振
興

①地域工業の振興 ●経営基盤の安定化

●異業種間交流の促進

②工業立地環境の充実 ●工業基盤の整備

●環境と調和した工業地の整備
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（３）商業の振興 
新市全体の商業機能のバランスや周辺地域の商業集積の変化を踏まえ、既存商店街を中心と

した地域の商業活性化、経営近代化や人材育成とともに、地域に身近でさらに魅力ある商業環

境の創出や、バリアフリー化や街路灯・駐車場等の共同施設整備を進めます。 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①商店街の振興 
●活力ある商業地の再生 

中心的な市街地における既存商店街の活性化や商業振興のための基本構想の策定を進め

ます。 

●経営の近代化等の支援 

社会状況の変化や都市間競争、業種間競争へ対応するよう、経営指導や経営安定化のため

の融資の充実を図ります。 

 

②商業環境の整備・充実 
●商業基盤の整備 

商業地域内における駐車場整備などの利便性向上や居住機能の向上など総合的な都市機

能の回復・充実に努めます。 

●商業活動の推進 

地元消費拡大の促進や新たな商品開発、商業イベント等に対する支援等により、商業活動

の推進を図ります。 

 

（４）観光・イベントの振興 
温泉、河川、山々の恵まれた自然資源や、歴史・文化資源を有効に活用した観光レクリエー

ション拠点の整備・充実や埋もれた観光資源の発掘などを通して、各地域の観光資源や施設を

連携させる、新市の一体的な観光ネットワークを構築します。観光・レクリエーション情報の

提供と顧客ニーズの把握を行い、観光宣伝の充実と観光客の誘致対策を図ります。 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

①商店街の振興 ●活力ある商業地の再生

●経営の近代化等の支援

②商業環境の整備・充実 ●商業基盤の整備

●商業活動の推進

商
業
の
振
興

観
光
・
イ
ベ
ン
ト 

の
振
興 

①観光・温泉施設の整備・充実 ●観光施設等の充実

●観光資源の連携強化

②新たな観光資源の開発 ●特産品・イベント等の開発・連携
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①観光・温泉施設の整備・充実 
●観光施設等の充実 

既存施設利用の組み合わせによる多様なレクリエーション機会の提供や、温泉やスポーツ

施設と健康づくりなどの新たな機能の付加や連携とともに、周辺市街地の再生など基盤整備

とあわせた観光施設機能の維持・強化により、新市における観光の体験・滞留性の向上を図

ります。 

●観光資源の連携強化 

ハイキングなど既存観光ルートの活用、日帰り温泉施設等の地区に共通する施設間の連携

や役割分担による利用促進など、既存資源・施設の多様な利活用に努めるとともに、観光案

内所の設置、観光情報資料の作成・発信による案内機能の充実に努めます。 

 

②新たな観光資源の開発 
●特産品・イベント等の開発・連携 

地域の特性を活かした地場産の活用、郷土料理の創出や開発などによるブランド力の向上、

新たな資源の掘り起しによる観光振興に努めます。また、既存の地域のまつりや観光イベン

ト等の継続とともに、新市の一体化の促進、広域的集客性の向上などに資する新たなイベン

ト等の開催を検討します。 

 

（５）勤労者対策の充実 

安心して働ける職場環境の向上を関係機関との連携強化を図り、就労者の能力開発や技術向

上など雇用環境の充実を図ります。職業安定所と連携した雇用に関する情報提供、就業相談機

会の充実や新たな企業起こしや観光との連携による産業の振興など、雇用機会の創出に努めま

す。 

勤労者の余暇活動の充実や住宅・生活資金融資制度の充実など勤労者福祉の充実に努めます。 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

①就労環境の改善 
●福利厚生の充実 

勤労者の居住環境の向上や、従業員の確保定着を図るための福利厚生施設の整備・拡充を

促進します。 

●勤労者福祉施設の活用 

勤労者の研修や地域の人々との交流の場として、総合的な福祉施設としての活用を推進し

ます。 

勤
労
者
対
策
の
充
実

①就労環境の改善 ●福利厚生の充実

●勤労者福祉施設の活用

②雇用機会の充実・支援 ●雇用情報の提供
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②雇用機会の充実・支援 
●雇用情報の提供 

公共職業安定所との連携を図り、適性職業の選択・指導や雇用情報提供の充実に努めます。 

 

（６）消費者生活の充実 

消費者生活に関する様々な問題に対応するため各種機関と連携を図りながら、情報提供や相

談・保護体制を充実します。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

①消費者意識の啓発 
●消費生活知識の普及 

関係機関との連携により、講習会や消費生活展等を開催し、消費生活知識の普及や消費者

教育の充実、商品情報等の提供に努めます。 

 

②消費者保護の推進 
●消費者保護体制の充実 

関係機関との連携を強化し、消費生活センターの運営を充実するとともに、消費生活に関

する苦情、相談の適切な処理に努めます。 

消
費
者
生
活 

の
充
実 

①消費者意識の啓発 ●消費生活知識の普及

②消費者保護の推進 ●消費者保護体制の充実
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７.参加とふれあいで築くまちづくり 
・・・コミュニティ・市民参加分野 

地区コミュニティ、ＮＰＯ、ボランティア団体等に対する住民の自発的な参加を促すととも

に、組織への活動支援を進めます。 

国内外の交流活動を育成する環境づくりを進めます。 

男女があらゆる分野に共同で参画できる環境づくりを進めます。 

お互いの人権を尊重し、ともに暮らす明るい社会の実現を目指します。 

 

（１）地域コミュニティの充実・住民参加 

地域に密着した自治会活動等への支援を通し、住民一人ひとりの自発性を重視し、住民のま

ちづくり意識高揚や参画機会の拡大を図るとともに、人材の育成と活用などを通して、次代を

育む組織等の構築を促進します。 
 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自治会活動等の促進 
●活動の組織化支援 

自治会や地域の代表者と連携しながら、自主的な団体活動の組織化に努めます。 

●地域リーダー等の育成支援 

地域でのコミュニティ活動を推進するため、指導者の育成に努め、資質の向上を図ります。 

 

②住民参加の促進 
●活動拠点の整備・充実 

地域でのコミュニティ活動を推進するために、公民館、自治会館や学校、体育施設などの

整備・充実を図るとともに、それらの連携による利用を促進します。 

 

③ボランティア等の育成 
●ボランティア・ＮＰＯ活動の支援 

各種のまちづくり活動や地域における福祉活動団体等を支援するとともに、拠点となる施

設等の整備を進めます。 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の 

充
実
・
住
民
参
加 

①自治会活動等の促進 ●活動の組織化支援

●地域リーダー等の育成支援

②住民参加の促進 ●活動拠点の整備・充実

③ボランティア等の育成 ●ボランティア・NPO活動の支援 
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（２）地域間・国際交流の促進 
国内の提携都市や姉妹都市との交流、国際友好都市への海外派遣・招待事業などによる国際

交流を促進するとともに、外国人居住者が地域住民との交流を通じて安心して暮らせるまちづ

くりを進めます。 
 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

①交流連携の強化 
●交流活動等の推進 

地域の特性を活かした地域間交流を進めるほか、姉妹都市との交流や交流組織の育成と支

援により連携を一層強化し、住民相互交流の拡大のため、イベントや祭を開催するなど、地

域間交流を積極的に推進します。 

 

②国際交流の推進 
●海外派遣の推進 

国際社会の一員としての自覚や交流活動の促進のため、国際友好都市の継続や市民等の海

外派遣・招待事業などを充実します。 

●国際化に対応したまちづくりの推進 

国際理解に必要な各種事業の推進とともに、国際化教育、交流推進体制の充実や観光地に

おける外国語併記による案内・サイン環境の整備、外国人相談窓口の充実など、国際社会に

ふさわしい、まちづくりを進めます。 

 

（３）男女共同参画 

男女共同参画社会の実現に向けて、職域・学校・地域・家庭その他の社会のあらゆる分野に

おいて、市民及び事業者が連携して男女平等の理念の下、協働する環境づくりや条件整備に努

めるとともに、活動を支援する体制整備を推進します。 
 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

地
域
間
・
国
際
交
流 

の
促
進 

①交流連携の強化 ●交流活動等の推進

②国際交流の推進 ●海外派遣の推進

●国際化に対応したまちづくりの推進

男
女
共
同
参
画 

①共同参画の意識啓発 ●男女平等教育の推進

②社会参画の促進 ●支援施策の推進

●推進体制の整備



 71 

①共同参画の意識啓発 
●男女平等教育の推進 

学校教育、社会教育、家庭などにおける男女平等教育の普及向上と、女性の自主活動を推

進するために社会意識の醸成を図っていきます。 

 

②社会参画の促進 
●支援施策の推進 

関係機関とともに組織や団体との連携促進により、男女共同参画社会の構築や社会参加へ

の支援に努めます。 

 

●推進体制の整備 

女性の意見を反映するために、委員会や審議会などに登用を進めるほか、地域のまちづく

りへの積極的な参加を促します。また、就労、労働条件の格差是正など公的援助体制の整備

を進めます。 

 

（４）人権の尊重 

すべての人々がお互いの人権を尊重し、ともに暮らす明るい社会の実現を目指します。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

①人権意識の向上 
●啓発活動の推進 

すべての市民があらゆる差別がなく平等で、平和に暮らす社会を実現するために、学校

教育や生涯学習の場を通し、人権意識の醸成を促進します。 

人
権
の 

尊
重 

①人権意識の向上 ●啓発活動の推進
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８.協働と効率化で進めるまちづくり 
 ・・・行財政運営 

高度情報化社会に対応した広報広聴機能の充実や、公平・公正で透明性の高い行政の推進の

ため、情報の公開の充実を図ります。 
行政が実施する事業の効率化やコストの削減のための様々な工夫により、効率的な財政運営

を図るとともに、住民と行政との協働体制を確立していくため、新市のまちづくりや行政運営

への参画機会を拡充します。 

市民サービスの向上や情報化に対応した、事務処理環境の整備を推進します。 

 

（１）開かれた行政の推進 

市民と行政の信頼関係を強化し、公平・公正で透明性が高く信頼される行政の推進と行政の

説明責任の遂行を図るため、高度情報化社会に対応した広報広聴機能の充実、情報の公開の充

実を図ります。 
■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①広報広聴の充実 
●広報活動の充実 

市民の行政事情に対する正しい理解と、まちづくりへの参加と関心を高めるため、広報紙

の発行や各種媒体を効果的に活用し、広範な情報の提供に努めます。 

●広聴活動の充実 

市政モニター制度等の充実により、市民の行政に対する提案や提言等を広く把握し、市民

の声が市政により反映されるように努めます。 

 

②情報公開の推進・情報安全性の確保 
●情報公開制度の確立 

速やかな情報閲覧のためのシステム等の活用など、市民ニーズに柔軟に対応できる情報公

開体制に関する調査研究を進めます。 

●個人情報保護の推進 

高度情報化社会に対応した個人情報の保護に関するシステムや管理体制の強化を進めま

す。 

開
か
れ
た
行
政
の
推
進 

①広報広聴の充実 ●広報活動の充実

●広聴活動の充実

②情報公開の推進・情報安全性の確保 ●情報公開制度の確立

●個人情報保護の推進

③住民と行政との協働体制の確立 ●市民参加機会の拡充
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③住民と行政との協働体制の確立 
●市民参加機会の拡充 

市民参加による協働体制を確立していくため、市民と行政の役割分担に応じた、住民参加

の協働体制づくりや住民活動への支援を充実します。 

 

（２）行財政の合理化 
自主財源の確保に努めるとともに、財源を効率よく活用するため、長期的・総合的な展望の

もと、事業の重点化やコストの削減のための様々な工夫により、効率的な財政運営を図ります。 

住民と行政との発展的な協働体制を確立していくため、新市のまちづくりや行政運営への参

画機会を拡充します。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①行政体制の合理化 
●組織体制の見直し 

効率的な行政運営及び住民サービスの向上を図るため、組織機構、定員管理の適正化を進

めます。 

●施設の効率的利用 

新市の適正な本庁舎機能に応じた改善や、地域行政サービスに急激な変化をもたらすこと

のないよう、支所庁舎等を効率的に活用します。 

 

②健全な財政運営 
●効率的な財政運営 

今後も限られた財源をより効率的に運用するため、事務事業の効率化、経費の節減、財政

の弾力性確保に努めます。 

●財源の確保 

市税の適正な課税と収納率の向上を図り、自主財源の確保とともに、社会情勢に応じた適

正な受益者負担のあり方について見直していきます。 

行
財
政
の
合
理
化

①行政体制の合理化 ●組織体制の見直し

●施設の効率的利用

②健全な財政運営 ●効率的な財政運営

●財源の確保

③行政評価の充実 ●事業進行等の管理体制の確立
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③行政評価の充実 
●事業進行等の管理体制の確立 

新市の各種計画や事業に関する適正な費用運用や進行管理についての体制の強化を進め

ます。 

 

（３）行政事務の合理化 

市民サービスの向上を図り、行政事務の機械化や近代化、情報化に対処した、行政内事務処

理環境の合理化に向けた整備を推進します。 

 

■施策の体系 

 

 

 

 

 

①事務事業管理体制の強化 
●情報管理体制の構築 

高度化・多様化する情報技術に応じた、望ましい行政内の情報基盤の整備や管理体制等に

関する基本方向を定める計画の策定を進めます。 

●情報技術基盤の整備 

庁内設備の更新とともに、地図情報システムの導入や事務事業の電子化・ネットワーク化

等のための情報基盤の整備を進め、より高度な情報サービス体制を構築します。 

 

 

 

 

行
政
事
務 

の
合
理
化

①事務事業管理体制の強化 ●情報管理体制の構築

●情報技術基盤の整備
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 第５章 新市における群馬県事業の推進 
 

新市の速やかな一体性の確保と魅力あるまちづくりの推進にとって欠かすことができない、

幹線道路網整備、防災・治山・治水対策、農業基盤の整備等、県事業の重点的な整備促進が図

れるよう、関係機関との調整を含め、群馬県へ要望していきます。 

 

 

施   策 主 要 事 業 事  業  概  要 

●一体性や連携を

強化する幹線道

路網の整備 

都市間・地域間道路改良整

備事業 

・主要地方道高崎渋川線バイパス建設促進 

・主要地方道高崎渋川線道路改良 

・一般県道下久屋渋川線道路改良 

・一般県道津久田停車場前橋線道路改良 

・主要地方道渋川吾妻線道路改良（登沢川）

・主要地方道渋川大胡線道路改良 

・一般県道玉村渋川自転車道線整備 

地すべり対策事業・急傾斜

地崩壊対策事業・治山事業

・地すべり対策事業（小野上村田野、伊久保

地区） 

・急傾斜地崩壊対策事業（赤城村寺後地区）

・治山事業（渋川市銭上地区・赤城村大岩地

区・赤城村深山地区） 

●防災・治山・治水

対策 

 

河川整備事業 ・吾妻川低床護岸整備（渋川市金井地区） 

●農業基盤の整備 農業振興対策基盤整備事

業 

・県営ふるさと農道緊急整備（立和田地区）

・赤城西麓土地改良 

・横野地区農村振興総合整備 

・持柏木地区畑地帯総合整備 

・北橘北部農免農道整備 
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 第６章 公共施設の計画的統合整備 
 

１.渋川地区における公共施設の概況 
渋川地区における構成市町村有の主な公共施設について、箇所数及び構成市町村による分

布状況としてみた場合、保健センターなどの保健・福祉施設や教育・コミュニティ関連施設

については、概ね構成市町村ごとに立地しており、今後も市民生活に身近なサービス等の提

供に資するよう、現施設の利用が求められます。 

また、文化、芸術関連の施設の立地がやや特定地域に偏る傾向がありますが、新市として

みれば共通に利用可能なものであり、新設によらず、現有施設を活用することで機能的に対

応ができるものと考えられます。 

この他、構成市町村ごとに立地しているものとして体育系施設（陸上競技場などを含む総

合運動公園、体育館等）、スカイテルメ渋川をはじめとした日帰り温泉施設がありますが、

新市としてみた場合には、施設機能としては同類のもので共通利用が可能となるものであり、

効率的な利用の観点から、施設相互の役割分担、あるいは統廃合等の検討が求められるもの

と言えます。 

 

■渋川地区における主な公共施設（道路、公園、学校等を除く） 

 渋川市 伊香保町 小野上村 子持村 赤城村 北橘村 計

児童館 － １ － － － － １

公民館 ７ ２ ３ １ １ １ 15

図書館 １ － － － － １ ２

美術館(その他博物館含) １ １ － － － １ ３

体育館 ３ ２ － ２ ２ １ 10

陸上競技場 １ － － － １ １ ３

野球場 ２ １ － ２ ３ １ ９

プール ４ － － １ １ １ ７

診療所 － － － － ２ － ２

老人デイサービスセンター １ － １ １ １ １ ５

老人福祉センター １ － － １ － － ２

市民会館・公会堂 １ １ － － － － ２

保健センター １ １ １ １ １ １ ６

勤労福祉センター １ － － － － － １

日帰り温泉施設 １ １ １ １ １ １ ６

宿泊温泉施設 － － １ － － － １

資料：市町村公共施設状況調査表より抜粋（温泉施設を除く） 
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２.計画的統合整備の基本方向 
新市における公共施設の統合・整備については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう

十分配慮し、地域ごとの立地状況及び新市内でのバランス、さらには財政状況を考慮しなが

ら実施することを基本とします。 

新規の公共施設の整備や老朽施設の更新にあたっては、合併の効果が十分に発揮できるよ

う配慮するとともに、既存の公共施設については、「施設の有効活用」「効率的な運営」「地

域間における相互利用」などを総合的に勘案し、施設利用の効率化の促進とともに、行政サ

ービスの低下を招かないよう配慮します。 

 

（１）既存施設の活用 

既存の公共施設については、役所・役場をはじめ現施設の利用を維持しつつ、市民ニー

ズを的確に捉え、身近な行政サービスの低下を招かないよう配慮しながら各施設の連携強

化や機能分担による利活用と効率的な管理運営を図ります。 

また総合運動公園等や日帰り温泉施設などについては、各施設の特色に応じた役割の明

確化や連携強化により新市として一体的な利用の向上を図ります。 

 

（２）再整備 

老朽施設や社会情勢や生活ニーズの変化とともに役割が変わりつつある施設について

は、現存する施設の統合や機能の連携可能性などの検討のもとに、市民のニーズに応じて、

効率的にサービスが提供できるような再整備に努めます。 

 

（３）新規整備 

新規の公共施設の整備にあたっては、既存施設の利用実態や市民ニーズの的確な把握の

もと、既存の公共施設との機能分担を明確にし、その役割と必要性の検討のもとに整備す

るものとします。 
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 第７章 財政計画 
財政計画は、新市におけるまちづくりを計画的に進めていくための指針となるものです。 

推計にあたっては、可能な限り将来の社会経済情勢や自治体にかかわる諸制度の変化を勘案

しつつ、基本的には現在の経済状況及び現行の行財政制度を前提に、合併に伴なう変化要因を

加味します。 

地方交付税制度の見直しや税源移譲などいわゆる三位一体の改革の方向が明確になってい

ないことから、前述のとおり現行の行財政制度を基本に、最近５年間における６市町村の財政

状況の推移をふまえて、平成 14 年度の決算額を基準値として行うものとします。 

 

１.財政計画の期間 
平成１８年度から平成２７年度までの１０年間とします。 

 

２.財政計画 

（１）歳入 

○地方税 

今後の経済情勢や将来人口の見通しをふまえ過大に見積もることのないよう現行制度を

基本に推計しています。 

 

○各種交付金 

平成 14 年度決算額で同額推移として推計しています。 

 

○地方交付税 

普通交付税については、算定の特例（合併算定替）により算定し、合併直後の臨時的経費

や合併特例債に係る元利償還金に対する措置を見込んで推計しています。 

特別交付税については、合併の需要等に対する包括的な措置を見込んで推計しています。 

 

○分担金・負担金 

平成 14 年度決算額で同額推移として推計しています。 

 

○使用料・手数料 

平成 14 年度決算額で同額推移として推計しています。 

 

○国庫支出金・県支出金 

国庫支出金については、渋川市を除く５町村分についての生活保護費補助金、合併に係る

財政支援（合併市町村補助金）を見込んで推計しています。 

県支出金については、平成 14 年度決算額で同額推移として推計しています。 

 

○その他収入 

平成 14 年度決算額で同額推移として推計しています。 

 

○地方債 

合併特例債のほか、現行の地方財政制度における地方債を見込んで推計しています。 
なお、臨時財政対策債については、発行が制限されることを見込んで推計しています。 
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（２）歳出 

○人件費 

特別職の減少や退職者の補充を抑制することによる一般職員数の減少を見込んで推計し

ています。また、議会議員数は在任特例を適用させた場合を前提に推計しています。 

 

○扶助費 

今後の高齢化の動向や５町村の生活保護費分を新市で負担することを見込んで推計してい

ます。 

 

○公債費 

構成市町村の合併年度までの地方債に係る償還予定額、新市建設計画に伴う合併特例債などの

合併後の新たな地方債に係る償還予定額を見込んで推計しています。 

 

○物件費 

合併の効率化による削減効果を見込んで推計しています。 

 

○維持補修費 

施設の老朽化等に伴う修繕の増加を見込んで推計しています。 

 

○補助費 

合併に伴う補助団体や補助事業等の統合・整理による削減や渋川総合病院の負担金を見込ん

で推計しています。 

 

○繰出金 

今後の世帯数や高齢者数の動向を加味し、各種の特別会計への繰出金を見込んで推計してい

ます。 

 

○積立金 

合併に伴う市町村振興基金の積立てを見込みます。 

 

○投資・出資・貸付金 

平成 14 年度決算額で同額推移として推計しています。 

 

○普通建設事業費 

歳入額と普通建設事業費を除いた歳出額との差としています。 
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（３）財政計画表  
【歳入】 （単位：百万円）

区　　　分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

地 方 税 11,206 11,172 11,137 11,102 11,067 11,033
各 種 交 付 金 2,097 2,097 2,097 2,097 2,097 2,097
地 方 交 付 税 8,881 8,605 8,423 8,394 8,516 8,414
分 担 金 ・ 負 担 金 331 331 331 331 331 331
使 用 料 ・ 手 数 料 796 796 796 796 796 796
国 ・ 県 支 出 金 4,838 4,838 4,838 4,598 4,598 4,598
そ の 他 収 入 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218
地 方 債 5,393 5,393 3,741 2,477 2,477 2,477

うち　まちづくり特例債 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425
うち　振興基金特例債 1,264 1,264 1,264 0 0 0

合　　　計 35,760 35,450 33,581 32,013 32,100 31,964

区　　　分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 10年間計

地 方 税 10,998 10,963 10,928 10,894 110,500
各 種 交 付 金 2,097 2,097 2,097 2,097 20,970
地 方 交 付 税 8,420 8,425 8,431 8,436 84,945
分 担 金 ・ 負 担 金 331 331 331 331 3,310
使 用 料 ・ 手 数 料 796 796 796 796 7,960
国 ・ 県 支 出 金 4,598 4,598 4,598 4,598 46,700
そ の 他 収 入 2,218 2,218 2,218 2,218 22,180
地 方 債 2,477 2,477 2,477 2,477 31,866

うち まちづくり特例債 1,425 1,425 1,425 1,425 14,250
うち 振興基金特例債 0 0 0 0 3,792

合　　　計 31,935 31,905 31,876 31,847 328,431

【歳出】 （単位：百万円）

区　　　分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人 件 費 7,258 6,976 6,843 6,609 6,483 6,225
扶 助 費 3,142 3,150 3,158 3,167 3,175 3,183
公 債 費 3,724 3,618 3,469 3,724 4,054 4,355
物 件 費 4,700 4,610 4,521 4,435 4,350 4,267
維 持 補 修 費 278 281 284 287 290 293
補 助 費 4,428 4,344 4,262 4,177 4,108 4,040
繰 出 金 3,119 3,145 3,171 3,196 3,222 3,246
積 立 金 1,330 1,330 1,330 0 0 0
投資・出資・貸付金 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091
普 通 建 設 事 業 費 6,690 6,905 5,452 5,327 5,327 5,264

うち 特例債対象事業費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

合　　　計 35,760 35,450 33,581 32,013 32,100 31,964

区　　　分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 10年間計

人 件 費 6,058 5,825 5,650 5,292 63,219
扶 助 費 3,191 3,200 3,208 3,216 31,790
公 債 費 4,395 4,539 4,647 4,706 41,231
物 件 費 4,185 4,105 4,027 3,950 43,150
維 持 補 修 費 295 298 301 304 2,911
補 助 費 4,040 4,040 4,040 4,040 41,519
繰 出 金 3,271 3,296 3,320 3,345 32,331
積 立 金 0 0 0 0 3,990
投資・出資・貸付金 1,091 1,091 1,091 1,091 10,910
普 通 建 設 事 業 費 5,409 5,511 5,592 5,903 57,380

うち 特例債対象事業費 1,500 1,500 1,500 1,500 15,000

合　　　計 31,935 31,905 31,876 31,847 328,431

※　百万円未満は四捨五入
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